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平成２６年１０月バージョンアップのご案内 

 

 拝啓 貴所益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎度格別のお引立てに預かりありがとうございます。 

さて、ＫＥＭＰＯＳに関し、以下の点につきバージョンアップを行いますので、ご案内申し上げます。 

敬具 

 

（１）バージョンアップ内容（今回のリリースは Ver720となります） 

 

（特許管理／パソコン出願取込）    

１．４条出願(意匠)を行っても３０条期限(特許)という名前で期限が設定される点に対応しました。 ......... 1 

２．受任台帳をコピー後、受任種別を再選択すると受任関連が消える点に対応しました。 ................... 2 

３．意匠出願を H19年法改正前に行い、関連意匠の出願を法改正後に行った場合に存続期限が本意匠の  

登録日から 20年で計算されるよう対応しました。 ................................................. 4 

４．出願書誌タブの優先有効について、分割出願区分のように要否を設定できるよう対応しました。 ......... 6 

５．出願書誌タブの分割問合せを要と設定していた場合、拒絶査定手続き時もメッセージを表示する  

よう対応しました。 ............................................................................ 7 

６．顧客台帳の印刷様式について既定値を設定できるよう対応しました。 ................................ 8 

７．案内タブの日付について年金納付以外の手続きでもクリアできるよう対応しました。 ................... 9 

８．「審査請求」「国内移行」についても、庁期限に連動して「案内」「回答」「指示」の期限を設定できる  

ようにしました。............................................................................. 11 

９．期限を発生させた手続きを削除した際、削除した手続きによって設定された期限の確認を促す 

メッセージを表示するよう対応しました。 ....................................................... 12 

10．文書編集のメール機能について、顧客担当のメールアドレスを使用できるよう対応しました。  

また、CCに担当者と事務担当者のメールアドレスを設定できるよう対応しました。 ................... 15 

11．○○せず手続きを使用した場合、手続日ではなく 9999/21/31といった日付を設定できるよう 

対応しました。 .............................................................................. 19 

12．審査経過タブの指令名称、指令発送について、それらを設定した手続きを削除した際に各項目も 

削除されるよう対応しました。 ................................................................. 21 

13．入力済みの手続きを経過手続画面から呼び出し、回答期限を削除して転記しても審査経過タブ内の 

回答期限がクリアされない点に対応しました。 ................................................... 22 

14．中間取込ソフトで応答期限を解除する手続きを書き込む際、出願台帳上で何の期限が設定されて 

いるのかを表示するよう対応しました。 ......................................................... 24 

15. 中間取込ソフトで読み込んだ HTMLファイルにスーパー早期審査の文字があった場合に 

スーパー早期審査での期限を取得できるようにしました。 ......................................... 25 

 



（請求業務）  

１．依頼人別請求一覧表のバリエーションを追加しました。 ........................................... 26 

 

（編集コード追加）  

１．審査官を出力する編集コードを追加しました。 ................................................... 27 

２．文書書式の表題で編集コードを使用できるよう対応しました。 ..................................... 28 

３．出願経過を出力する編集コードを追加しました。 ................................................. 29 

４．出願台帳の審請期限の下にあるプルダウンのデータを出力する編集コードを追加しました。 ............ 30 

５．kmp請求の編集コードに請求台帳上の通貨と請求明細の通貨を出力するコードを追加しました。 ........ 31 

 

（外国出願関係）    

１．PCT出願の案件で優先有効期限を管理できるよう対応しました。 .................................... 32 

２．韓国意匠の法改正に対応しました。 ............................................................. 34 

３．アメリカ特許の選択要求・限定要求の期限変更に対応しました。 ................................... 40 

４．9/13より施行されたニュージーランドの法改正に対応しました。 ................................... 41 

５．タイ、インド等で米国 IDSと同様な管理ができるよう対応しました。 ............................... 47 

６．アメリカの出願または国内移行時に IDS期限を設定できるよう対応しました。 ........................ 61 

７．アメリカの調整期間について、調整期間の見直し請求期限を管理できるよう対応しました。  

また、調整期間の見直しが受諾された場合の存続期限の再計算に対応しました。 ...................... 63 

８．シンガポール特許の出願種別について、審査ルートを変更した場合に審査請求期限を再計算するよう  

対応しました。 .............................................................................. 70 

９．タイ特許の年金期限について初日算入で計算されるよう対応しました。 .............................. 72 

 

※下記の項目はユーザー様からご要望をいただいた項目で初期設定を変更する必要がございますのでご使用を 

ご希望される場合には、その旨をバージョンアップ作業前か作業後に弊社担当者にお申し付けいただけます 

でしょうか。 

（特許管理／パソコン出願取込）：６、７、８、９、１０ 

（外国出願関係）       ：１、５
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（特許管理／パソコン出願取込） 

 

 １．４条出願(意匠)を行っても３０条期限(特許)という名前で期限が設定される点に対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・新規性喪失の例外の適用を受けるための法律は、特許(30条)・実用新案(11条)・意匠(4条)毎に異なるが 

  今までは、「30条期限」でまとめていたが、これを「新規性証明」という期限に変更しました。 
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２．受任台帳をコピー後、受任種別を再選択すると受任関連が消える点に対応しました。 

 

 ・受任台帳に受任関連が入力されています。 
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 ・受任種別を再選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・受任経過を削除するか否のメッセージが表示されます。 

 

 ・続いて以下のメッセージを表示して受任関連データを残すか否かの選択ができるようにしました。 

  以前はこのメッセージはなく、受任関連は連動して削除していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「いいえ」を選択したので、受任関連はクリアされずに残っています。 
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３．意匠出願を H19年法改正前に行い、関連意匠の出願を法改正後に行った場合に存続期限が本意匠の 

登録日から 20年で計算されるよう対応しました。 

 

 ・親の本意匠です。出願日は2007（H19）/3/10で法改正（H19/4/1）前のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・関連意匠です。出願日は2007（H19）/4/10で法改正（H19/4/1）後のものです。 
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 ・親の本意匠で登録の入力を行った後の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限は登録日（2014/10/30）の１５年後の「2029/10/30」となっています。 

 

 ・関連意匠で登録の入力を行った後の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限は親の本意匠の登録日（2014/10/30）の２０年後の「2034/10/30」となっています。 
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４．出願書誌タブの優先有効について、分割出願区分のように要否を設定できるよう対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「優先有効問合」を以下の内容で設定します。 

  空白 ：過去分はこの状態となっています。「未定要」と同じ扱いとなります。 

  未定要：問合せはまだで、優先有効期限の管理は要です。（初期値です） 

  要回答：問合せに対して「要」の回答があったものです。 

  不要回答：問合せに対して「不要」の回答があったものです。 

  せず不要：問合せを行うことなく不要のものです。 

 

 ・「不要回答」「せず不要」の場合、期限検索にはあがってこなくなります。 
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５．出願書誌タブの分割問合せを要と設定していた場合、拒絶査定手続き時もメッセージを表示する 

よう対応しました。 

 

 ・出願台帳の「分割問合せ」を「要」に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・拒絶査定を選択した時に、最初に以下のメッセージを表示します。 
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６．顧客台帳の印刷様式について既定値を設定できるよう対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ここでは「印刷様式初期値」を「1」に設定します。 

 

 ・新規顧客登録の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・新規登録時に印刷様式が「1」に設定されます。 
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７．案内タブの日付について年金納付以外の手続きでもクリアできるよう対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「外国出願2・年金移管」の手続きの年金期限の「案内」「回答」「指示」に対して「999」を入力します。 
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 ・年金移管の入力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・案内の年金納付の期限が全てクリアされます。 
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 ８．「審査請求」「国内移行」についても、庁期限に連動して「案内」「回答」「指示」の期限を設定できる 

ようにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・各種設定→手続機能設定に年金にプラスして国内移行・審査請求についても期間の指定を設けました。 

 

 ・特許出願の入力を行った後の「案内」タブです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審査請求期限から手続機能設定で指定した期間で日付が設定されています。 
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９．期限を発生させた手続きを削除した際、削除した手続きによって設定された期限の確認を促すメッセージを 

表示するよう対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・管理種別に「手続削除時の期限確認」（０：なし、１：表示）を設けました。「０：なしの場合は従来通り」 
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 ・手続定義で期限設定項目に対して「設定」の指定があるものが対象です。ただし「年金期限」「更新期限」 

  「審査請求期限」は除外します。（独自に期限設定を行っているため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・例として「国際出願」を入力しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・移行期限、19条補正期限等が設定されています。 
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 ・国際出願を経過から削除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・国際出願削除後の外国期限タブです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・多くの期限はクリアされずに残っています。これらは必要に応じて「AllEntry」でクリアしてください。 
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10．文書編集のメール機能について、顧客担当のメールアドレスを使用できるよう対応しました。 

また、CCに担当者と事務担当者のメールアドレスを設定できるよう対応しました。 

 

 ・管理事項に「送付状宛先メール」「送付状宛先CC」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・送付状宛先メール 「0：顧客台帳」、「1：案件の顧客担当(該当データがない場合顧客台帳から取得)」 

・送付状宛先CC   「0：なし」、「1：技術担当者」、「2：事務担当者」、「3：技術＋事務」 

 

 ・文書作成フォームに「Mail送信」タブを追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・従来は、「Mail」ボタンを押すと、ダイレクトにメールソフトを起動していましたが、Mail送信画面で 

  設定情報を確認の上で、送信するようにしました。 
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 ・出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・文書編集画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・文書編集画面に「Mail送信」タブを追加しました。管理種別の設定に従って初期値がセットされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「Mail」ボタンでメールソフトが起動します・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「宛先」「CC」「件名」「本文」が自動設定されます。 
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 ・所内の技術及び事務担当者のメールアドレスは担当者名簿にて入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・顧客のメールアドレスは顧客台帳の「書誌事項」タブで入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・顧客担当者のメールアドレスは「その他」タブの担当者ページで入力します。 
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 ・管理種別に「送付状宛先メール」「送付状宛先CC」の２項目を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・管理種別の設定にしたがって「Mail送信」タブの内容が初期設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

11．○○せず手続きを使用した場合、手続日ではなく 9999/21/31といった日付を設定できるよう対応しました。 

 

 ・手続定義の「日付転記」「日付転記2」に対応して「転記形態」「転記形態2」を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・転記形態（0:手続日、1:9999/12/31）、転記形態2（0:手続日、1:9999/12/31）を追加する。 

  「9999/12/31」を指定した場合、出願台帳の対象項目へ転記する際に、手続日ではなく「9999/12/31」 

  の日付をセットする。それによって、通常に応答したのか、応答せずに終了したのかを判別できるよう 

  にする。 

 

 ・「19条補正せず」を入力します。 
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 ・経過には手続日がそのままセットされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出願台帳の「19条提出」には手続日ではなく「9999/12/31」の日付がセットされます。 
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12．審査経過タブの指令名称、指令発送について、それらを設定した手続きを削除した際に各項目も削除される 

よう対応しました。 

 

 ・US特許でＯＡを入力した後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「指令名称」「指令発送」がセットされています。 

 

 ・経過からＯＡを削除した画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「指令名称」「指令発送」がクリアされています。以前は残ったままになっていました。 
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13．入力済みの手続きを経過手続画面から呼び出し、回答期限を削除して転記しても審査経過タブ内の回答期限 

がクリアされない点に対応しました。 

 

 ・ＯＡの入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・回答期限が設定されています。 

 

 ・転記後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・回答期限(顧客からの回答：Due)が転記されています。 
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 ・ＯＡ入力画面で回答期限を削除（空白）します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・経過で回答期限をクリアした後、転記した出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・回答期限はクリアされています。 
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 14．中間取込ソフトで応答期限を解除する手続きを書き込む際、出願台帳上で何の期限が設定されているのかを 

表示するよう対応しました。 

 

 ・出願台帳には「意見書」の期限が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・中間書類取込で「意見書」を取り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・期限解除のメッセージに現在設定されている期限名(意見書)を入れました。 
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15. 中間取込ソフトで読み込んだ HTMLファイルにスーパー早期審査の文字があった場合にスーパー早期審査で 

の期限を取得できるようにしました。 

   

   読み込んだ HTMLの文章中に下記の「スーパー早期審査」という文言が記載されていた場合、そこに記載 

されている期間を取得して期限を再計算し設定します。 

 

 

 

 

 

   該当の HTMLファイルを読み込むと以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上記メッセージで「はい」を選択すると HTMLファイル中の期間を取得して期限を再計算します。 
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（請求業務） 

１．依頼人別請求一覧表のバリエーションを追加しました。 

    

以下のレポートを新たに追加し、「WIPO」と「その他」についてはあらかじめ出力する金額を指定し、 

「印紙代」は立替金から上記２項目の金額を引いた金額を出力します。 
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（編集コード追加） 

１．審査官を出力する編集コードを追加しました。 
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２．文書書式の表題で編集コードを使用できるよう対応しました。 
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 ３．出願経過を出力する編集コードを追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・手続名（全角２０文字）＋日付の形式で出力します。 
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４．出願台帳の審請期限の下にあるプルダウンのデータを出力する編集コードを追加しました。 
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５．kmp請求の編集コードに請求台帳上の通貨と請求明細の通貨を出力するコードを追加しました。 
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（外国出願関係） 

 

 １．PCT出願の案件で優先有効期限を管理できるよう対応しました。 

 

 ・出願種別（WO特許）の設定画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・優先有効期限に「１」（年）をセットします。 

 

 ・国際出願の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・優先有効期限設定のメッセージが表示されます。 
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 ・国際出願入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・優先有効期限がセットされています。 
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２．韓国意匠の法改正に対応しました。 

 

韓国のデザイン保護法（意匠法）が2013年5月28日付で全面改正され、2014年7月1日から施行されました。 

 

① 存続期間が登録日から１５年が出願日から２０年となる。2014年7月1日以降に出願した件に対して適用されます。 

  

② 類似意匠制度を廃止され、関連意匠制度が導入されます。 

  関連意匠は本意匠の出願から１年以内に行う必要がある。（KEMPOSでは管理しません） 

  関連意匠の存続期間は本意匠と同じです。 
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 ・KR意匠14の出願種別の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限が出願日から20年と設定されています。 

 

 ・KR意匠14の手続きの設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「登録査定」「納付」「登録」が独自に設定されています。 
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 ・KR関連意匠14の出願種別の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限が出願日から20年と設定されています。 

 ・関連出願には「類似意匠」とセットされています。 

 

 ・KR関連意匠14の手続きの設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「登録査定」「納付」「登録」が独自に設定されています。 
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 ・KR意匠14の出願台帳画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・関連出願には「関連意匠」がセットされています。 

 

 ・KR関連意匠の出願台帳画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・関連出願には「本意匠」がセットされています。 
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 ・KR意匠14（本意匠）の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限は出願日から20年後の日付がセットされています。 
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 ・KR関連意匠14（関連意匠）の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限には親の本意匠（KR意匠14）の存続期限が転記されています。 
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３．アメリカ特許の選択要求・限定要求の期限変更に対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「限定要求」「選択要求」の応答期限を２か月、延長期限を４か月に変更しました。 
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４．9/13より施行されたニュージーランドの法改正に対応しました。 

 

既に発表されているニュージーランドの特許法改正について、本改正が2014年9月13日に完全に施行される 

ことが決定しました。 

  

改正法の適用対象となるのは、2014年9月13日以降に出願されたニュージーランド出願、及び2014年9月13日 

以降にニュージーランドへと国内移行されたPCT出願である。なお、分割出願については、親出願と同様の 

法が適用されます。 

  

主な改正点は、以下のとおり： 

  

・絶対新規性の導入 

・審査請求制度の導入 

・より高い基準に基づく特許性の判断 

 

①審査請求制度が設けられました。従来は審査請求制度はありませんでした。 

  ・審査請求期限は「出願から5年以内」または「審査請求指令を受けてから2か月以内」のうち早い方。 

（オーストラリアと同様。） 

 

②年金の支払いルールの変更 

１．５年度分からの維持年金。（出願時に４年後の期限をセット）。従来は登録後から。 

・既に登録されているもの。現在の期限はそのまま。次回納付後は毎年。 

 ・2014/9/13以降のNZ出願/PCT移行。初回は出願日から4年の応答日。以後毎年納付。 

  ・2014/9/12以前のNZ出願/PCT移行。従来どおり。登録されるまで年金発生しない。初回納付後より 

毎年納付。 

  

 ③NZ特許の修正 

   ・年金起算日：出願日で変更なし。 

   ・設定納付年：４年で変更なし。 

   ・年金納付年：３年を１年に修正。従来は３年毎に納付していた。(4,7,10,13) 

   ・初回年金：登録の入力で発生。出願日から４年後。 

  

 ④NZ特許14の設定 

   ・維持年金にチェック 

   ・年期起算日：出願日 

   ・設定納付年：４年 

   ・年金納付年：１年 

   ・初回年金：出願の入力で発生。出願日から４年後。 

   ・アクセプタンス期限：最初のＯＡから１２か月以内。 
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 ・NZ特許14の設定画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審査請求期限が「出願(遡及)」から５年でセットされています。 

 ・アクセプタンス期限が手続日（ＯＡの）から１２か月でセットされています。 

 

 ・NZ特許14の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・納付年数には「４」年がセットされています。 

 ・審査請求期限には出願日から５年後の日付がセットされています。 
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 ・出願入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ＯＡの入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・転記時に以下のメッセージが表示されます。 
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 ・ＯＡ入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ＯＡに対する応答期限がセットされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・アクセプタンス期限がセットされています。 
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 ・NZ特許14の審査請求指令の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・特注処理Formに「中間特注_審査請求期限再計算」が入力されています。 
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 ・審査請求指令の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・応答期限「審査請求指令」が指令日から２か月後でセットされています。 

 

 ・転記時に以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「審査請求指令」入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審査請求期限が審査請求指令から２か月後に再計算されています。 
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５．タイ、インド等で米国 IDSと同様な管理ができるよう対応しました。 

 

①基本的に何らかのアクションがあってから６ヶ月以内 

 ・米国の場合はＯＡ（拒絶理由通知）及びサーチレポート（調査報告）であるが、インドでは特許査定 

  の際にも必要。 

   

②インド出願してから６ヶ月以内（第８条（１ａ）） 

  

③インド出願後ファミリ案件を出願した場合、当該ファミリ案件出願後６ヶ月以内（第８条（１ｂ）） 

  

④長官からの提出要求通知の日から６ヶ月以内（第８条（２）） 
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（１）現在の機能 

  現在の機能は２つです。関連出願でＯＡや調査報告があった場合にアラームを出し、ＩＤＳの期限データ 

  を作成することと、出願時に手動でＩＤＳの期限データを作成することです。 

 

１．アラームの機能 

 

関連出願で IDSオンの案件で、IDSオンの手続きを行った場合に、アラームを出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・優先権の基礎出願やファミリ出願がＩＤＳの監視対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・IDSRepがオンの手続きを行った場合、アラームを出し、ＩＤＳの期限データを作成します。 
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２．手動設定の機能 

 

 IDS提出ボタンを押すことで、IDSレコードの追加・修正・削除を行うことができる。 
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（２）今回、インドその他でもＩＤＳの管理が行えるようにする。（インドを事例として説明します） 

 

 １．アラームのイベントが米国と異なるため、手続き単位で対象国を指定する必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・全ての国を対象とする場合は、IDS対象国は空白にします。 

   特定の国を対象とする場合は、IDS対象国に国コードをカンマで区切って入力します。 

 

   上記の例では、IN特許のファミリ案件で登録査定の入力を行った場合にアラームを出します。 
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 ２．インド及び米国を例として説明します。 

 

 ・IN特許 05の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「IDS提出」をオンにして、期間に「-6」（６か月）を入力します。 

 

 ・日本出願の状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・この日本出願を優先権の基礎として米国とインドに出願しています。 
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 ・インド出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・TEST1409-JPを優先権の基礎として IDSの対象としています。 

 

 ・米国出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・TEST1409-JPを優先権の基礎として IDSの対象としています。 

 

 ・日本出願の手続設定 

 

 

 

 

 ・登録査定では「IN」のみを指定しています。 

 

 

 

 

 ・拒絶理由通知では指定なしとしています。 
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 ・拒絶理由通知の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ＩＤＳのアラームが表示されます。「はい」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・２件のＩＤＳ期限データが作成されます。 
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 ・「TEST1409-IN」（インド特許）にＩＤＳ期限データが作成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「TEST1409-US」（米国特許）にＩＤＳ期限データが作成されています。 
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 ・拒絶理由通知の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ＩＤＳのアラームが表示されます。「はい」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・１件のＩＤＳ期限データが作成されます。（登録査定は「IN」のみが指定されています） 
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 ・「TEST1409-IN」（インド特許）にＩＤＳ期限データが作成されています。 
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 ２．インド特許の「出願」及び「長官からの提出要求通知」の日から６ヶ月のＩＤＳ期限を設定します。 

 

・「出願」及び「長官からの提出要求通知」に対して特注処理 Formを設定します。 
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 ・IN特許 05の出願台帳画面。 
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 ・ＩＤＳ期限設定後のＩＤＳ期限データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ＩＤＳ提出期限が手続日（出願日）から６か月後の日付で設定されています。 

 

 ・手続定義に「35310:IDS提出要求」を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・IN特許 05に「IDS提出要求」を追加。 
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 ・IDS提出要求の入力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・手続日より６か月後のIDS提出期限を設定します。 

 

 ・IDS提出要求の入力で作成されたIDS期限データ。 
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６．アメリカの出願または国内移行時に IDS期限を設定できるよう対応しました。 

 

 ・「出願」及び「国内移行」に対して特注処理Formを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「TEST1409-US」に出願を入力します。 
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 ・ＩＤＳ期限データ作成の案内メッセージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・手続日より３か月後のIDS提出期限を設定します。 

 

 ・出願の入力で作成されたIDS期限データです。 
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７．アメリカの調整期間について、調整期間の見直し請求期限を管理できるよう対応しました。 

また、調整期間の見直しが受諾された場合の存続期限の再計算に対応しました。 

 

調整期間の見直し：米国の特許期間の調整に対する異議申立に対応します。 

 

（１）現在の「調整期間」の扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調整期間に「0」を入力しておくことで登録入力時に調整期間の入力欄を表示し、日数を入力し、本来の 

存続期間に日数を加算した値で存続期限を設定します。 

 

（２）今回の対応内容 

 

USPTOは、特許期間の調整を行った場合、特許期間の調整に関する公式の通知を特許証により行います。 

この決定に対し不服がある場合、出願人は特許発行の日から 2ヶ月以内(最大 5ヶ月の延長可)に見直し 

を請求することができ、これに対して以下のように対応します。 

  

・US特許の登録の時に手続日（登録日）から２か月の応答期限を設定し、期限名は「調整期間見直し」 

とします。  

  

・「調整期間見直し請求」及び「調整期間見直し通知」の手続きを新たに追加します。 

  上記手続きは期限の解除及び調整期間の再設定を行います。 
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① 「調整期間見直し請求」および「調整期間見直し通知」の手続きを新たに追加します。 

 ・「22110:調整期間見直し請求」を入力することで登録時に発生させた期限をクリアします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「22120:調整期間見直し通知」には調整期間の入力枠を設けて登録と同様に本来の存続期間からの調整期間 

  を入力するようにします。（存続期限設定を「設定」にします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「22130:調整期間見直しせず」を入力することで登録時に発生させた期限をクリアします。 
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 ・US特許/新に上記の３つの手続きを追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・各種設定→手続機能設定で「US特許/新」の「登録」（複数あり）の特注処理 Formに「中間特注_US調整 

期間見直し請求期限設定」と入力する。 
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② 登録手続きを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・調整期間の入力欄が表示されます。日数を入力します。 

 

 ・存続期限調整のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・調整期間見直し期限設定のメッセージが表示されます。 
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 ・登録入力後の出願台帳画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期間が調整期間20日を考慮し「出願日＋20年＋20日(2008/02/02+20Y+20D)」で「2028/02/22」で設定 

  されています。 

 

 ・応答期限が「調整期間見直し：2014/10/10」(登録日(2014/08/10)の２か月後)で設定されています。 
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③ 調整期間見直し請求の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・期限解除のメッセージが表示されます。「はい」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「調整期間見直し請求」入力後の出願台帳画面です。応答期限がクリアされています。 
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④ 調整期間見直し通知の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・調整期間の入力欄が表示されます。日数を入力します。 

 

 ・存続期限調整のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「調整期間見直し通知」入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期間が調整期間25日を考慮し「出願日＋20年＋25日(2008/02/02+20Y+25D)」で「2028/02/27」で設定 

  されています。 
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８．シンガポール特許の出願種別について、審査ルートを変更した場合に審査請求期限を再計算するよう 

対応しました。 

SG特許14A、SG特許14Bについて、新たに作成した「13250:審査ルート変更」を追加しました。 

各種設定→手続機能設定で上記２つに関して、特注処理Formに「中間特注_SG審査ルート変更」を設定 

します。 

 

上記手続きを入力した場合、SG特許14Aの場合はSG特許14Bに、SG特許14Bの場合はSG特許14Aに出願種別 

を変更し審査請求期限を変更します。 

 

 ・各種設定→手続機能設定でのSG特許14A、SG特許14Bの設定。 
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 ・SG特許14Aの修正前の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審査ルート変更の入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・審査ルート変更の入力後の画面 
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９．タイ特許の年金期限について初日算入で計算されるよう対応しました。 

 

  ・タイ特許で出願手続きを行うと以下のように初日算入で年金起算日を計算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・以下のように年金更新タブの年金起算が設定されます。 

 

 


